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三
、
鄭
玄
の
五
行
説 

  

本
節
で
は
、
鄭
玄
の
五
行
説
に
つ
い
て
考
察
す
る(

1)

。
鄭
玄
の
著
作
は
数
多
く
、
三

礼
の
注
が
伝
世
す
る
他
、
佚
書
の
字
句
も
諸
書
に
引
か
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
そ
の
思
想

を
検
討
す
る
た
め
の
資
料
に
事
欠
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
五
行
説
に
つ
い
て
も
、
詳

細
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
五
行
に
関
す
る
様
々
な
説
を
分
析
し
、
鄭
玄
が

五
行
に
つ
い
て
如
何
な
る
姿
勢
を
採
っ
て
い
た
か
を
分
析
す
る
。 

 

四
霊 

 

鄭
玄
の
五
行
説
の
特
徴
は
、
経
書
・
緯
書
に
明
証
を
求
め
る
こ
と
と
謂
え
る
。
た
と
え

当
時
の
多
く
の
学
者
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
説
で
あ
っ
て
も
、
経
書
や
緯
書
の
記
述

に
そ
ぐ
わ
な
け
れ
ば
従
わ
な
い
。
こ
の
姿
勢
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、
四
霊
の

配
当
で
あ
る
。 

 

第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
漢
代
で
は
「
龍
―
―
東
（
木
）、
凰
―
―
南
（
火
）
、
虎

―
―
西
（
金
）、
亀
―
―
北
（
水
）」
と
い
う
四
霊
獣
の
説
が
有
力
で
、
許
慎
『
五
経
異
義
』

や
修
母
致
子
説
で
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
龍
（
木
）・
凰
（
火
）
・
麟
（
土
）・
虎
（
金
）・

亀
（
水
）
」
と
い
う
五
霊
獣
説
が
採
ら
れ
た
。
し
か
し
、
鄭
玄
は
こ
の
よ
う
な
配
当
を
認

め
ず
、『
駁
五
経
異
義
』
に
て
反
駁
を
加
え
て
い
る
。 

 

古
者
聖
賢
言
事
亦
有
效
、
三
者
取
象
天
地
人
、
四
者
取
象
四
時
、
五
者

取
象
五
行
。
今
云
、
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
。
是
則
當
四
時
明
矣
。
虎

不
在
靈
中
、
空
言
西
方
虎
者
、
麟
中
央
得
則
無
近
誣
乎
。 

古
代
の
聖
人
賢
者
が
何
か
を
言
う
際
に
は
根
拠
が
あ
る
。
三
で
あ
れ
ば
天
地
人
に
象

り
、
四
で
あ
れ
ば
四
季
に
象
り
、
五
で
あ
れ
ば
五
行
に
象
る
。
『
礼
記
』
礼
運
で
は

「
麟
・
鳳
・
亀
・
龍
を
四
霊
と
謂
う
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、
四
季
に
当
た
る
こ
と
は

明
確
で
あ
る
。
こ
こ
で
虎
が
霊
獣
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
根
拠
も
無
く

「
西
方
は
虎
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、
麟
が
中
央
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
で

た
ら
め
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。 

 

す
な
わ
ち
、
礼
運
に
「
四
霊
」
と
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
四
方
に
対
応
し
た
言
葉
で
あ
り
、

「
四
霊
」
の
一
つ
で
あ
る
麟
は
四
方
の
い
ず
れ
か
（
鄭
玄
は
西
と
考
え
る(

2)

）
に
配
当

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
中
央
（
土
）
に
属
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、

虎
を
西
（
金
）
に
配
当
す
る
説
を
採
ら
な
い(

3)

。 
 

許
慎
や
蔡
邕
が
採
っ
た
「
龍
（
木
）
・
凰
（
火
）
・
麟
（
土
）
・
虎
（
金
）
・
亀
（
水
）
」

と
い
う
五
霊
獣
説
は
経
典
に
根
拠
が
見
出
せ
な
い
。
経
典
に
根
拠
が
見
出
せ
な
い
以
上
は
、

当
時
如
何
に
有
力
視
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
従
う
必
要
は
無
い
。
つ
ま
り
、
『
礼
記
』
礼
運

の
「
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
」
と
い
う
経
文
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
こ
の
俗
説
に
依
拠
し

な
い
。
こ
こ
に
は
、
文
献
的
根
拠
を
重
ん
じ
る
鄭
玄
の
姿
勢
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。 

 

五
常 

 

緯
書
に
依
拠
し
た
例
と
し
て
は
、
五
常
の
配
当
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

『
漢
書
』
の
律
暦
志
・
天
文
志
や
『
白
虎
通
義
』
性
情
に
見
え
る
よ
う
に
、
後
漢
期
の

学
者
達
の
多
く
は
、
「
仁
―
―
木
、
礼
―
―
火
、
信
―
―
土
、
義
―
―
金
、
知
―
―
水
」

と
、
五
常
に
五
行
を
当
て
て
考
え
て
い
た(

4)

。
第
一
節
で
考
察
し
た
修
母
致
子
説
も
、

ま
た
こ
の
配
当
に
基
づ
い
て
い
る
。 

一
方
、
鄭
玄
は
「
仁
―
―
木
、
礼
―
―
火
、
知
―
―
土
、
義
―
―
金
、
信
―
―
水
」
、

つ
ま
り
信
・
知
を
入
れ
替
え
て
考
え
た
。『
礼
記
』
中
庸
の
鄭
注
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 
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木
神
則
仁
、
金
神
則
義
、
火
神
則
禮
、
水
神
則
信
、
土
神
則
知
。 

木
神
は
仁
、
金
神
は
義
、
火
神
は
礼
、
水
神
は
信
、
土
神
は
知
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
配
当
は
、『
周
易
乾
鑿
度
』
に
見
え
る
。 

 

孔
子
曰
、
八
卦
之
序
成
立
、
則
五
氣
變
形
。
故
人
生
而
應
八
卦
之
體
、

得
五
氣
以
爲
五
常
。
仁
義
禮
智
信
、
是
也
。
夫
萬
物
始
出
於
震
。
震
、

東
方
之
卦
也
、
陽
氣
始
生
、
受
形
之
道
也
。
故
東
方
爲
仁
。
成
於
離
。

離
、
南
方
之
卦
也
、
陽
得
正
於
上
、
陰
得
正
於
下
、
尊
卑
之
象
定
、
禮

之
序
也
。
故
南
方
為
禮
。
入
於
兌
。
兌
、
西
方
之
卦
也
、
陰
用
事
、
而

萬
物
得
其
宜
、
義
之
理
也
。
故
西
方
為
義
。
漸
於
坎
。
坎
、
北
方
之
卦

也
、
陰
氣
形
、
盛
陰
、
陽
氣
含
閉
、
信
之
類
也
。
故
北
方
爲
信
。
夫
四

方
之
義
、
皆
統
於
中
央
。
故
乾
坤
艮
巽
、
位
在
四
維
、
中
央
所
以
繩
四

方
行
也
、
智
之
決
也
。
故
中
央
為
智
。
故
道
興
於
仁
、
立
於
禮
、
理
於

義
、
定
於
信
、
成
於
智
。 

孔
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
八
卦
の
順
序
が
確
立
す
れ
ば
、
五
気
が
形
を
変
え

る
。
そ
の
た
め
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
八
卦
の
形
体
に
応
じ
、
五
気
を
稟
け
て

五
常
を
な
す
。
五
常
と
は
、
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
で
あ
る
。
万
物
は
震
か
ら
出
現

す
る
。
震
は
、
東
方
の
卦
で
あ
り
、
陽
気
が
生
じ
始
め
、
形
体
を
持
つ
よ
う
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
東
方
は
仁
な
の
で
あ
る
。
離
で
成
就
す
る
。
離
は
、

南
方
の
卦
で
あ
り
、
陽
が
上
方
で
正
位
を
得
て
、
陰
が
下
方
で
正
位
を
得
る
。
こ
の

よ
う
に
尊
卑
の
象
が
定
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
礼
の
秩
序
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

南
方
は
礼
な
の
で
あ
る
。
兌
で
伏
し
隠
れ
る
。
兌
は
、
西
方
の
卦
で
あ
り
、
陰
に
よ

っ
て
物
事
が
取
り
仕
切
ら
れ
、
万
物
が
そ
の
道
理
を
受
け
る
。
こ
れ
は
義
の
理
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
西
方
は
義
な
の
で
あ
る
。
坎
で
進
む
。
坎
は
、
北
方
の
卦
で
あ
り
、

陰
気
が
現
れ
、
陰
が
盛
ん
に
な
っ
て
陽
気
が
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は

信
の
類
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
北
方
は
信
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
方
の
義
は
、
い

ず
れ
も
中
央
に
統
制
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
乾
・
坤
・
艮
・
巽
は
四
維
に
配
置
さ
れ
、

中
央
が
四
方
の
道
を
制
御
す
る
。
こ
れ
は
智
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
中

央
は
智
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
は
仁
か
ら
起
こ
り
、
礼
に
て
確
立
し
、
義
で
正

さ
れ
、
信
で
定
ま
り
、
智
に
て
成
就
す
る
」 

 

つ
ま
り
、
鄭
玄
が
、
班
固
や
蔡
邕
と
い
っ
た
学
者
達
と
は
異
な
る
配
当
を
唱
え
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
緯
書
の
記
述
に
依
拠
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る(

5)

。
「
信
―
―
土
、
知
―

―
水
」
と
い
う
配
当
が
経
書
に
見
出
さ
れ
な
い
以
上
、
鄭
玄
と
し
て
は
旧
説
に
従
う
必
要

は
無
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
『
周
易
乾
鑿
度
』
の
明
文
と
合
致
さ
せ
る
方
が
、
重

要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

6)

。 

 

五
畜 

 

そ
れ
で
は
、
経
書
の
間
で
異
な
る
配
当
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
鄭
玄
は
『
周
礼
』
の
配
当
を
重
ん
じ
、
他
の
経
典
に

見
え
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
う
ま
く
こ
じ
つ
け
て
『
周
礼
』
の
配
当
に
接
近
さ
せ
る
か
、

あ
る
い
は
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
。
以
下
、
五
畜
の
配
当
を
例
に
、
こ

の
こ
と
を
考
察
す
る
。 

 

『
周
礼
』
は
、
い
け
に
え
の
家
畜
を
管
理
す
る
官
と
し
て
、
地
官
の
牛
人
・
春
官
の
鷄

人
・
夏
官
の
羊
人
・
秋
官
の
犬
人
を
設
け
て
い
る
。
冬
官
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
い
け
に

え
に
用
い
る
家
畜
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
豚
で
あ
る
か
ら
、
「
豕
人
」
の
よ
う
な
官
が

設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
五
行
に
当
て
は
め
れ
ば
、
「
鷄
―
―
木
、

羊
―
―
火
、
牛
―
―
土
、
犬
―
―
金
、
豕
―
―
水
」
と
な
る
。 

 

一
方
、『
礼
記
』
月
令
は
、「（
孟
春
之
月
）
食
麥
與
羊
」
、「
（
孟
夏
之
月
）
食
菽
與
雞
」、
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「
（
中
央
土
）
食
稷
與
牛
」
、
「
（
孟
秋
之
月
）
食
麻
與
犬
」
、
「
（
孟
冬
之
月
）
食
黍
與
彘
」

と
述
べ
、「
羊
―
―
春
（
木
）、
鷄
―
―
夏
（
火
）」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
右
に
示
し
た
『
周
礼
』
の
配
当
に
合
致
し
な
い
。 

こ
の
両
者
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
如
何
に
考
え
た
の
か
。
月
令
に
対
す
る
鄭
注
に
、

『
周
礼
』
へ
の
合
致
を
優
先
す
る
鄭
玄
の
姿
勢
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。 

 

麥
、
實
有
孚
甲
、
屬
木
。
羊
、
火
畜
也
。
時
尚
寒
、
食
之
以
安
性
也
。 

麦
は
、
種
に
殻
が
あ
り
、
木
に
属
す
。
羊
は
、
火
に
当
た
る
家
畜
で
あ
る
。
春
は
ま

だ
寒
く
、
こ
れ
ら
を
食
す
る
の
は
養
生
の
た
め
で
あ
る
。 

 

菽
、
實
孚
甲
堅
合
、
屬
水
。
雞
、
木
畜
。
時
熱
、
食
之
亦
以
安
性
也
。 

豆
は
、
実
が
堅
い
殻
に
包
ま
れ
て
お
り
、
水
に
属
す
。
鷄
は
、
木
に
当
た
る
家
畜
で

あ
る
。
夏
は
熱
く
、
こ
れ
ら
を
食
す
る
の
は
ま
た
養
生
の
た
め
で
あ
る
。 

 

稷
、
五
穀
之
長
。
牛
、
土
畜
也
。 

ア
ワ
は
、
五
穀
の
長
で
あ
る
。
牛
は
、
土
に
当
た
る
家
畜
で
あ
る
。 

 

麻
、
実
有
文
理
、
屬
金
。
犬
、
金
畜
也
。 

麻
は
、
実
に
模
様
が
あ
り
、
金
に
属
す
。
犬
は
、
金
に
当
た
る
家
畜
で
あ
る
。 

 

黍
、
秀
舒
散
、
屬
火
。
寒
時
、
食
之
亦
以
安
性
也
。
彘
、
水
畜
也
。 

黍
は
、
穂
が
バ
ラ
け
て
お
り
、
火
に
属
す
。
寒
い
時
節
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
食
す
る

の
は
ま
た
養
生
の
た
め
で
あ
る
。
豚
は
、
水
に
当
た
る
家
畜
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
前
節
で
論
じ
た
通
り
、
春
に
羊
（
火
）
を
食
べ
る
こ
と
、
夏
に
鶏
（
木
）

を
食
べ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
時
尚
寒
、
食
之
以
安
性
也
」「
時
熱
、
食
之
亦
以
安

性
也
」
と
解
釈
し
て
、
う
ま
く
符
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
月
令
の
配
当
に
従

っ
て
「
羊
―
―
木
、
鷄
―
―
火
」
と
す
れ
ば
話
は
簡
単
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
は

し
な
い
。
『
周
礼
』
に
よ
る
配
当
を
優
先
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

鄭
玄
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
へ
の
注
で
も
、
ま
た
『
周
礼
』
型
の
「
鷄
―
―
木
、
羊

―
―
火
、
牛
―
―
土
、
犬
―
―
金
、
豕
―
―
水
」
と
い
う
配
当
を
採
る
。 

 

雞
、
畜
之
有
冠
翼
者
也
、
屬
貌
。 

鶏
は
、
と
さ
か
や
翼
の
あ
る
家
畜
で
あ
る
。
五
事
で
は
貌
に
属
す
。(

7) 

 

犬
、
畜
之
以
口
吠
守
者
、
屬
言
。 

犬
は
、
口
で
吠
え
て
番
を
す
る
家
畜
で
あ
る
。
五
事
で
は
言
に
属
す
。(

8) 

 

羊
、
畜
之
遠
視
者
也
、
屬
視
。 

羊
は
、
遠
く
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
家
畜
で
あ
り
、
五
事
で
は
視
に
属
す
。(

9) 

 

豕
、
畜
之
居
閑
衞
而
聽
者
也
、
屬
聽
。 

豚
は
、
囲
い
の
中
に
居
て
、
人
の
言
う
こ
と
を
よ
く
聴
く
家
畜
で
あ
る
。
五
事
で
は

聴
に
属
す
。(

10) 

 

地
、
厚
德
載
物
。
牛
、
畜
之
任
重
者
、
屬
思
。 

地
は
、
「
厚
い
徳
に
よ
っ
て
物
を
載
せ
る
」
と
言
う
（
『
周
易
』
坤 

象
伝
）
。
牛
は
、

重
い
荷
物
を
背
負
う
家
畜
で
あ
る
。
五
事
で
は
思
に
属
す
。(

11) 

 

そ
し
て
、『
周
礼
』
天
官 

包
人
「
凡
用
禽
獻
、
春
行
羔
豚
膳
膏
香
、
夏
行
腒
鱐
膳
膏
臊
、



 179 

秋
行
犢
麛
膳
膏
腥
、
冬
行
鱻
羽
膳
膏
羶
」
に
対
す
る
注
で
は
、
ま
さ
し
く
『
周
礼
』
の
地

官
牛
人
・
春
官
鷄
人
・
夏
官
羊
人
・
秋
官
犬
人
に
基
づ
い
て
、
五
畜
を
五
行
に
配
当
す
る

考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

膏
腥
、
雞
膏
也
。
羔
・
豚
、
物
生
而
肥
。
犢
與
麛
、
物
成
而
充
。
腒
・

鱐
、
暵
熱
而
乾
。
魚
・
鴈
、
水
涸
而
性
定
。
此
八
物
者
、
得
四
時
之
氣

尤
盛
、
爲
人
食
之
弗
勝
。
是
以
用
休
廢
之
脂
膏
煎
和
膳
之
。
牛
、
屬
司

徒
、
土
也
。
雞
、
屬
宗
伯
、
木
也
。
犬
、
屬
司
寇
、
金
也
。
羊
、
屬
司

馬
、
火
也
。 

「
膏
腥
」
と
は
、
鷄
の
脂
で
あ
る
。
仔
羊
と
豚
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
肥
え
た
も
の

で
あ
る
。
仔
牛
と
仔
鹿
は
、
成
長
し
て
充
実
す
る
も
の
で
あ
る
。
干
し
肉
と
干
し
魚

は
、
熱
で
乾
か
し
て
干
し
た
も
の
で
あ
る
。
魚
と
雁
は
、
水
が
枯
れ
て
そ
の
特
性
が

定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
八
種
の
物
は
、
特
に
盛
ん
な
四
時
の
気
を
得
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
で
は
人
間
が
食
べ
る
に
耐
え
な
い
。
そ
こ
で
、
休
廢
の
脂
膏
を
用
い
て
調

理
し
、
調
和
さ
せ
て
食
べ
る
の
で
あ
る
。
牛
は
、
司
徒
に
属
し
、
土
に
当
た
る
。
鷄

は
、
宗
伯
に
属
し
、
木
に
当
た
る
。
犬
は
、
司
寇
に
属
し
、
金
に
当
た
る
。
羊
は
、

司
馬
に
属
し
、
火
に
当
た
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
『
周
礼
』
に
於
い
て
牛
人
が
地
官
大
司
徒
に
、
鷄
人
が
春
官
大
宗
伯
に
、
羊

人
が
夏
官
大
司
馬
に
、
犬
人
が
秋
官
大
司
寇
の
下
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

「
牛
―
―
土
」「
鶏
―
―
木
」「
犬
―
―
金
」「
羊
―
―
火
」
で
あ
る
と
明
言
す
る(

12)

。 
 

と
こ
ろ
で
、『
周
易
』
説
卦
伝
に
は
、「
兌
爲
羊
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
鄭
玄
は
、
こ

れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
兌
は
西
方
金
に
配
当
さ
れ
る
卦
で

あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
羊
も
金
に
配
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
『
周
礼
』
や
月
令
に
対
す

る
注
と
齟
齬
を
来
た
す
。
こ
の
「
兌
爲
羊
」
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

其
畜
好
剛
鹵
。 

羊
と
い
う
家
畜
は
、
固
く
て
塩
気
の
強
い
地
を
好
む
。(

13) 

 

『
説
文
解
字
』
巻
十
二
上 

鹵
が
「
鹵
、
西
方
鹹
地
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
鹵
は
西
方
と

結
び
付
け
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
土
地
で
あ
る
。
鄭
玄
の
理
屈
に
よ
れ
ば
、
羊
が
こ
の
よ
う

な
土
地
を
好
む
か
ら
、
西
方
兌
と
結
び
付
く
の
で
あ
り
、
羊
自
体
が
金
に
属
す
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
述
べ
な
い
。
述
べ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
箇
所
で
羊
を
火
に
属
す
家
畜

と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
、
避
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
通
り
、
五
畜
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
『
周
礼
』
の
配
当
に
従
っ
て
い
る
。『
周
礼
』

及
び
『
洪
範
五
行
伝
』
は
配
当
が
合
致
し
、
問
題
な
く
解
釈
が
で
き
た
が
、
月
令
と
『
周

易
』
に
つ
い
て
は
、
や
や
苦
し
い
説
明
を
加
え
た
り
、
歯
切
れ
の
悪
い
説
明
に
留
め
た
り

し
て
い
る
。 

 

五
穀 鄭

玄
は
、
五
穀
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
『
周
礼
』
の
記
述
に
基
づ
く
た
め
に
、
月
令

に
対
し
て
や
や
こ
し
い
注
解
を
施
し
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
示
す
。 

『
礼
記
』
月
令
の
鄭
注
で
は
、
五
穀
に
つ
い
て
も
月
令
本
来
の
配
当
に
従
わ
ず
、
「
麦

―
―
木
、
黍
―
―
火
、
麻
―
―
金
、
菽
―
―
水
」
と
し
た
上
で
、
夏
に
鷄
・
菽
を
食
べ
る

こ
と
を
「
時
熱
、
食
之
亦
以
安
性
也
」
と
す
る
等
、
何
と
か
付
会
し
て
説
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
冬
に
食
べ
る
黍
を
火
に
配
当
し
た
た
め
に
「
寒
時
、
食
之
亦
以
安

性
也
」
と
い
う
説
明
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
、
冬
に
豚
肉
（
水
に

配
当
さ
れ
る
）
を
食
べ
る
こ
と
と
論
理
が
衝
突
し
、
自
己
撞
着
を
引
き
起
こ
し
て
し

ま
っ
て
い
る
（
鄭
注
の
文
面
は
前
頁
を
参
照
）。
こ
れ
も
ま
た
、『
周
礼
』
の
文
を
優
先

し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 
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『
周
礼
』
天
官 

食
医
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
凡
會
膳
食
之
宜
、
牛
宜
稌
、
羊
宜
黍
、
豕
宜
稷
、
犬
宜
粱
、
鴈
宜
麥
、

魚
宜
苽
。 

膳
食
の
適
切
な
組
み
合
わ
せ
は
、
牛
に
は
米
、
羊
に
は
黍
、
豚
に
は
稷
、
犬
に
は
粱
、

鴈
に
は
麦
、
魚
に
は
苽
が
相
応
し
い
。 

 

こ
こ
に
は
「
羊
宜
黍
」
と
い
う
句
が
見
え
る
。
前
述
の
通
り
、
鄭
玄
は
羊
を
火
に
配
当
す

る
の
で
、
こ
こ
で
羊
と
組
に
な
っ
て
い
る
黍
も
、
火
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
『
周
礼
』
食
医
の
文
に
よ
っ
て
黍
が
火
に
配
当
さ
れ
る
た
め
に
、
月
令
注
で
も
「
秀

舒
散
、
屬
火
」
と
述
べ
、
黍
が
火
に
属
す
と
い
う
説
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

五
虫 

 

五
畜
・
五
穀
に
つ
い
て
は
、
月
令
の
配
当
に
従
わ
ず
『
周
礼
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
説

明
を
行
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
鄭
玄
は
月
令
を
周
公
の
作
と
は
認
め
て
お
ら
ず(

14)

、
そ

の
た
め
に
月
令
を
『
周
礼
』
よ
り
一
段
下
の
文
献
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
周

礼
』
と
う
ま
く
符
合
す
れ
ば
、
月
令
に
よ
る
配
当
に
従
う
場
合
も
あ
っ
た
。 

 

左
は
、
月
令
の
五
虫
（「
（
孟
春
之
月
）
其
蟲
鱗
」
・「
（
孟
夏
之
月
）
其
蟲
羽
」・「
（
中
央

土
）
其
蟲
倮
」
・
「
（
孟
秋
之
月
）
其
蟲
毛
」
・
「
（
孟
冬
之
月
）
其
蟲
介
」
）
に
対
す
る
鄭
注

で
あ
る
。 

 

象
物
孚
甲
將
解
。
鱗
、
龍
蛇
之
屬
。 

殻
が
解
け
よ
う
と
し
て
い
る
物
に
象
る
。
鱗
虫
と
は
、
龍
蛇
の
類
で
あ
る
。 

 

象
物
從
風
鼓
葉
。
飛
鳥
之
屬
。 

風
に
よ
っ
て
舞
い
起
こ
さ
れ
る
物
に
象
る
。
飛
鳥
の
類
で
あ
る
。 

 

象
物
露
見
不
隱
藏
。
虎
豹
之
屬
、
恒
淺
毛
。 

顕
れ
て
い
て
、
隠
れ
て
い
な
い
物
に
象
る
。
虎
・
豹
の
類
で
、
常
に
毛
が
浅
い
。 

 

象
物
應
涼
氣
而
備
寒
。
狐
貉
之
屬
、
生
旃
毛
也
。 

涼
気
に
応
じ
て
寒
さ
に
備
え
る
物
に
象
る
。
狐
・
貉
の
類
で
、
厚
い
毛
を
持
つ
。 

 

介
、
甲
也
。
象
物
閉
藏
地
中
。
龜
鼈
之
屬
。 

介
と
は
甲
羅
の
こ
と
で
あ
る
。
地
中
に
隠
れ
る
物
に
象
る
。
亀
・
鼈
の
類
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
五
畜
・
五
穀
の
場
合
と
異
な
り
、
月
令
に
よ
る
配
当
に
従
っ
て
い
る
。 

な
お
、
中
央
土
に
属
す
る
「
倮
蟲
」
の
具
体
的
な
例
に
「
恒
淺
毛
」
と
い
う
「
虎
豹
之

屬
」
を
当
て
る
こ
と
は
、
虎
を
西
方
金
に
当
て
な
い
鄭
玄
の
考
え
方
（
前
述
）
が
反
映
さ

れ
て
い
る(

15)

。 
 

動
物
を
「
鱗
・
羽
・
倮
・
毛
・
介
」
の
五
虫
に
区
分
す
る
分
類
は
、『
周
礼
』
地
官 

大

司
徒
に
見
え
る
。
そ
の
土
会
の
法
（
土
地
ご
と
の
貢
税
を
定
め
る
法
）
に
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。 

 

以
土
會
之
灋
、
辨
五
地
之
物
生
。
一
曰
山
林
、
其
動
物
宜
毛
物
、
其
植

物
宜
早
物
、
其
民
毛
而
方
。
二
曰
川
澤
、
其
動
物
宜
鱗
物
、
其
植
物
宜

膏
物
、
其
民
黑
而
津
。
三
曰
丘
陵
、
其
動
物
宜
羽
物
、
其
植
物
宜
覈
物
、

其
民
專
而
長
。
四
曰
墳
衍
、
其
動
物
宜
介
物
、
其
植
物
宜
莢
物
、
其
民

晳
而
瘠
。
五
曰
原
隰
、
其
動
物
宜
臝
物
、
其
植
物
宜
叢
物
、
其
民
豐
肉

而
庳
。 
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土
会
の
法
に
よ
っ
て
、
五
種
の
土
地
の
産
物
を
弁
別
す
る
。
第
一
は
山
林
で
あ
る
。

動
物
は
毛
の
多
い
も
の
、
植
物
は
草
が
良
く
、
人
々
は
毛
深
く
四
角
い
。
第
二
は
河

川
で
あ
る
。
動
物
は
鱗
の
有
る
も
の
、
植
物
は
油
分
の
多
い
も
の
が
良
く
、
人
々
は

黒
く
潤
っ
て
い
る
。
第
三
は
丘
陵
で
あ
る
。
動
物
は
羽
の
有
る
も
の
、
植
物
は
固
い

種
の
有
る
も
の
が
良
く
、
人
々
は
細
長
い
。
第
四
は
水
際
や
低
地
で
あ
る
。
動
物
は

甲
羅
の
あ
る
も
の
、
植
物
は
莢
の
あ
る
も
の
が
良
く
、
人
々
は
白
く
て
痩
せ
て
い
る
。

第
五
は
湿
原
で
あ
る
。
動
物
は
毛
の
無
い
も
の
、
植
物
は
繁
茂
す
る
も
の
が
良
く
、

人
々
は
肉
付
き
が
良
く
背
が
低
い
。 

 

鄭
注
で
は
、
こ
の
五
地
（
山
林
・
川
沢
・
丘
陵
・
墳
衍
・
原
湿
）
を
五
行
に
分
類
し
て
は

い
な
い
が(

16)

、
毛
物
・
鱗
物
・
羽
物
・
介
物
・
臝
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
月
令
注

と
同
様
の
説
明
を
施
し
て
お
り
、
や
は
り
解
釈
は
一
貫
し
て
い
る
。 

 

毛
物
、
貂
狐
貒
貉
之
屬
、
縟
毛
者
也
。
鱗
物
、
魚
龍
之
屬
、
津
潤
也
。

羽
物
、
翟
雉
之
屬
。
核
物
、
李
梅
之
屬
、
專
圜
也
。
介
物
、
龜
鼈
之
屬
、

水
居
陸
生
者
。
莢
物
、
薺
莢
王
棘
之
屬
。
晳
、
白
也
。
瘠
、
臞
也
。
臝

物
、
虎
豹
貔
雷
之
屬
、
淺
毛
者
。
叢
物
萑
葦
之
屬
。 

毛
物
と
は
、
ム
ジ
ナ
・
狐
・
テ
ン
・
ア
ナ
グ
マ
と
い
っ
た
類
で
、
毛
深
い
も
の
で
あ

る
。
鱗
物
と
は
魚
・
龍
の
類
で
、
潤
っ
て
い
る
。
羽
物
と
は
雉
の
類
で
あ
る
。
核
物

と
は
、
李
や
梅
の
類
で
、
楕
円
で
あ
る
。
介
物
と
は
亀
・
鼈
の
類
で
、
陸
で
生
ま
れ

て
水
中
に
い
る
も
の
で
あ
る
。
莢
物
と
は
、
覆
い
や
莢
・
棘
の
有
る
も
の
で
あ
る
。

晳
は
、
白
い
こ
と
。
瘠
は
、
や
せ
て
い
る
こ
と
。
臝
物
と
は
、
虎
や
豹
の
類
で
、
毛

の
薄
い
も
の
で
あ
る
。
叢
物
と
は
、
シ
ソ
や
葦
の
類
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
考
工
記 

梓
人
の
「
天
下
之
大
獸
、
五
。
脂
者
、
膏
者
、
臝
者
、
羽
者
、
鱗
者
」

に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。 

 

脂
、
牛
羊
屬
。
膏
、
豕
屬
。
臝
者
、
謂
虎
豹
貔
螭
、
為
獸
淺
毛
者
之
屬
。

羽
、
鳥
屬
。
鱗
、
龍
蛇
之
屬
。 

「
脂
」
と
は
、
牛
・
羊
の
類
で
あ
る
。「
膏
」
と
は
、
豕
の
類
で
あ
る
。「
臝
」
と
は
、

虎
・
豹
・
貔
・
螭
で
、
毛
の
浅
い
獣
の
類
で
あ
る
。「
羽
」
と
は
、
鳥
の
類
で
あ
る
。

「
鱗
」
と
は
、
龍
・
蛇
の
類
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
鱗
・
羽
・
臝
の
三
者
が
月
令
・
大
司
徒
と
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
三
者
に
つ
い

て
は
月
令
・
大
司
徒
と
同
様
の
注
を
施
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
鄭
玄
の
五
虫
・
四
霊
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。 

  
 
 

 

五
行 

虫 
 

詳
細 

 
 

 

四
霊 

木 

鱗 

龍
蛇
之
属  

 
 

龍 

火 

羽 

飛
鳥
之
属  

 
 

鳳 

土 

倮 

虎
豹
之
属  

 

（
無
） 

金 

毛 

狐
貉
之
属  

 
 

麟 

水 

介 

亀
鼈
之
属  

 
 

亀 

  

一
方
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
も
「
臝
虫
之
孼
」
「
介
虫
之
孼
」
と
い
っ
た
語
が
見
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
視
之
不
明
（
火
の
不
調
）・
言
之
不
従
（
金
の
不
調
）
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
月
令
と
は
配
当
が
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た
め

に
特
殊
な
注
を
施
し
て
い
る
。
以
下
、『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
（
貌
之
不
恭
）
時
則
有
龜
孽
」

「
（
視
之
不
明
）
時
則
有
蠃
蟲
之
孽
」
「
（
思
心
不
容
）
時
則
有
華
孽
」
「
（
言
之
不
從
）
時

則
有
介
蟲
之
孽
」「（
聴
之
不
聰
）
時
則
有
魚
孽
」
へ
の
注
を
順
に
示
す
。 
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龜
、
蟲
之
生
於
水
而
游
於
春
者
。
屬
木
。 

亀
は
、
水
に
生
ま
れ
て
春
に
動
き
回
る
動
物
で
あ
る
。
五
行
で
は
木
に
属
す
。(

17) 

 

蠃
、
螟
蟲
之
類
、
蟲
之
生
於
火
而
藏
於
秋
者
也
。 

蠃
は
、
ズ
イ
ム
シ
の
類
で
あ
る
。
火
に
生
ま
れ
て
秋
に
隠
れ
る
動
物
で
あ
る
。(

18) 

 

華
、
當
爲
夸
。
夸
蚓
、
蟲
之
生
於
土
而
遊
於
土
者
。 

「
華
」
は
、
「
夸
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ミ
ミ
ズ
で
あ
り
、
土
に
生
ま
れ
て
土
の
中

で
動
き
回
る
動
物
で
あ
る
。(

19) 

 

蝝
螽
蜩
蟬
之
類
、
生
於
火
而
藏
於
秋
者
也
、
屬
金
。 

蝗
や
蝉
の
類
で
あ
る
。
火
に
生
ま
れ
て
秋
に
地
中
に
隠
れ
る
動
物
で
あ
る
。
五
行
で

は
金
に
属
す
。(

20) 

 

魚
、
蟲
之
生
水
而
游
於
水
者
也
。 

魚
は
、
水
に
生
ま
れ
て
水
の
中
で
動
き
回
る
動
物
で
あ
る
。(

21) 

 

臝
虫
（
倮
虫
）
・
介
虫
に
つ
い
て
、
月
令
や
大
司
徒
・
梓
人
の
注
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
虎
豹

之
屬
」
「
龜
鼈
之
屬
」
と
し
て
い
る
一
方
で
、
こ
の
『
洪
範
五
行
伝
』
に
対
す
る
注
で
は

「
螟
蟲
之
類
」「
蝝
螽
蜩
蟬
之
類
」
、
つ
ま
り
虫
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
月
令

や
大
司
徒
の
倮
虫
・
介
虫
と
は
別
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
配
当
の
矛
盾
を
避

け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
月
令
等
の
注
で
介
虫
に
当
た
る
と
見
な
し
て
い
る
亀
に
つ
い
て
、
こ
の
『
洪
範

五
行
伝
』
の
注
で
は
「
蟲
之
生
於
水
而
游
於
春
者
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
水
に
も
木

に
も
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
亀
が
水
に
も
属
し
得

る
と
い
う
余
地
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
綻
を
避
け
て
い
る
。 

鄭
玄
は
『
洪
範
五
行
伝
』
に
対
し
て
、
『
劉
歆
伝
』
の
よ
う
に
文
面
を
書
き
換
え
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
が
、
う
ま
く
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
周
礼
』
と
の
矛
盾
を
回

避
し
、
全
体
の
辻
褄
を
合
わ
せ
る
と
い
う
態
度
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

六
天
と
六
方 

鄭
玄
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
学
説
の
一
つ
に
、
六
天
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は

天
の
神
を
天
皇
大
帝
・
霊
威
仰
・
赤
熛
怒
・
含
枢
紐
・
白
招
拒
・
汁
光
紀
の
六
者
と
見
な

し
、
天
皇
大
帝
と
後
五
者
に
対
し
て
別
々
の
祭
祀
を
設
け
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
一
―
―
五
（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
）
」
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
一
見
、
整
然
と
し
た

構
造
を
有
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
複
雑
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
察
す
る
。 

六
天
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
左
伝
正
義
』
桓
公
五
年 

疏
が
詳
し
く
説
明
し
て

い
る
。 

 

鄭
玄
注
書
、
多
用
讖
緯
、
言
、
天
神
有
六
、
地
祗
有
二
。
天
有
天
皇
大

帝
、
又
有
五
方
之
帝
。
地
有
崐
崘
之
山
神
、
又
有
神
州
之
神
。
大
司
樂
、

冬
至
祭
於
圜
丘
者
、
祭
天
皇
大
帝
、
北
辰
之
星
也
。
月
令
、
四
時
迎
氣

於
四
郊
、
所
祭
者
祭
五
德
之
帝
、
大
微
宮
中
五
帝
坐
星
也
。
春
秋
緯
文

耀
鉤
云
、
大
微
宮
有
五
帝
坐
星
、
蒼
帝
其
名
曰
靈
威
仰
、
赤
帝
曰
赤
熛

怒
、
黄
帝
曰
含
樞
紐
、
白
帝
曰
白
招
拒
、
黑
帝
曰
汁
光
紀
。
五
德
之
帝

謂
此
也
。
其
夏
正
郊
天
、
祭
其
所
感
之
帝
焉
。
周
人
木
德
、
祭
靈
威
仰

也
。
曾
無
冬
至
之
祭
、
唯
祭
靈
威
仰
耳
。
唯
鄭
玄
立
此
為
義
。 

鄭
玄
の
『
尚
書
』
注
で
は
讖
緯
の
説
を
多
用
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
天
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の
神
に
は
六
つ
、
地
祗
に
は
二
つ
が
あ
る
。
天
に
は
天
皇
大
帝
と
、
五
方
の
帝
が
い

る
。
地
に
は
崐
崘
山
の
神
と
、
神
州
の
神
が
い
る
。
『
周
礼
』
大
司
楽
の
『
冬
至
に

圜
丘
に
て
祭
る
』
と
あ
る
の
は
、
天
皇
大
帝
を
祭
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
北
辰
の
星

で
あ
る
。
月
令
の
、
四
季
に
四
郊
で
各
季
節
の
気
を
迎
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で

祭
ら
れ
る
の
は
五
徳
の
帝
で
あ
り
、
大
微
宮
の
中
の
五
帝
坐
の
星
で
あ
る
」 

『
春

秋
緯
文
耀
鉤
』
に
、
「
大
微
宮
に
は
五
帝
坐
の
星
が
あ
り
、
蒼
帝
は
そ
の
名
を
霊
威

仰
と
い
い
、
赤
帝
は
赤
熛
怒
と
い
い
、
黄
帝
は
含
枢
帝
と
い
い
、
白
帝
は
白
招
拒
と

い
い
、
黒
帝
は
汁
光
紀
と
い
う
」
と
あ
る
。
鄭
玄
の
言
う
「
五
徳
の
帝
」
と
は
、
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
夏
正
に
天
を
郊
す
の
は
、
（
五
徳
の
帝
の
う
ち
）
始
祖
を
感
生
さ

せ
た
帝
を
祭
る
の
で
あ
る
。
周
人
は
木
徳
で
あ
る
の
で
、
霊
威
仰
を
祭
る
。
か
つ
て

は
冬
至
の
圜
丘
の
祭
は
無
く
、
霊
威
仰
を
祭
る
の
み
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
だ
け
が
、
こ

の
祭
祀
を
立
て
る
べ
き
と
し
た
。 

  

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
に
は
天
皇
大
帝(

22)

と
五
帝
が
あ
り
、
前
者
は
冬
至
に
円
丘
で
祭

る
北
辰
の
神
、
後
者
は
季
節
ご
と
に
郊
で
祭
る
五
徳
の
神
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
五
帝

に
つ
い
て
は
、『
周
礼
』
春
官 

小
宗
伯
「
兆
五
帝
於
四
郊
」
の
注
釈
で
、
次
の
よ
う
に
言

う
。 

 

五
帝
。
蒼
曰
靈
威
仰
、
大
昊
食
焉
。
赤
曰
赤
熛
怒
、
炎
帝
食
焉
。
黄
曰

含
樞
紐
、
黄
帝
食
焉
。
白
曰
白
招
拒
、
少
昊
食
焉
。
黑
曰
汁
光
紀
、
顓

頊
食
焉
。 

五
帝
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
蒼
徳
の
帝
を
霊
威
仰
と
言
い
、
大
昊
を
配
食
す

る
。
赤
徳
の
帝
を
赤
熛
怒
と
言
い
、
炎
帝
を
配
食
す
る
。
黄
徳
の
帝
を
含
枢
紐
と
言

い
、
黄
帝
を
配
食
す
る
。
白
徳
の
帝
を
白
招
拒
と
言
い
、
少
昊
を
配
食
す
る
。
黒
徳

の
帝
を
汁
光
紀
と
言
い
、
顓
頊
を
配
食
す
る
。 

 

こ
の
五
帝
の
内
訳
は
『
左
伝
正
義
』
の
引
く
『
春
秋
文
耀
鉤
』
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
つ

ま
り
緯
書
の
説
を
用
い
て
い
る
。 

 

鄭
玄
が
六
天
説
を
唱
え
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
池
田
秀
三
氏
が
「
冬
至
の
『
圜
丘
』
祀

天
と
夏
正
郊
祀
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
」
と
論
じ
て
い
る(

23)

。
こ
れ
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。 

具
体
的
に
は
、『
周
礼
』
春
官 

大
司
楽
に
「
冬
日
至
、
於
地
上
之
圜
丘
奏
之
。
若
樂
六

變
、
則
天
神
皆
降
、
可
得
而
禮
矣
」
と
あ
る
一
方
で
、
『
周
易
乾
鑿
度
』
に
は
「
三
王
之

郊
、
一
用
夏
正
」
と
あ
り
、
両
者
は
共
に
天
の
神
を
祀
る
儀
式
で
あ
り
な
が
ら(

24)

、
そ

の
時
期
は
冬
至
と
夏
正
と
で
異
な
る
。
そ
こ
で
、
鄭
玄
は
圜
丘
で
の
儀
式
を
昊
天
上
帝
の

祭
祀
と
見
な
し(

25)

、
夏
正
の
郊
祭
を
「
受
命
之
帝
」
を
祀
る
儀
式
と
考
え(

25)

、
両

者
を
別
の
神
を
祀
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
「
受
命
之
帝
」
と
は
、
具
体
的
に
は
各
王
者
の
始
祖
を
感
生
さ
せ
る
五

帝
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。『
礼
記
』
大
伝
の
鄭
注
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

大
祭
其
先
祖
所
由
生
謂
郊
、
祀
天
也
。
王
者
之
先
祖
、
皆
感
大
微
五
帝

之
精
以
生
。
蒼
則
靈
威
仰
、
赤
則
赤
熛
怒
、
黄
則
含
樞
紐
、
白
則
白
招

拒
、
黑
則
汁
光
紀
。
皆
用
正
歳
之
正
月
、
郊
祭
之
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
先
祖
を
生
み
出
し
た
も
の
を
大
々
的
に
祭
る
こ
と
を
郊
と
言
い
、
こ
れ

は
天
を
祀
る
の
で
あ
る
。
王
者
の
始
祖
は
、
い
ず
れ
も
大
微
五
帝
の
精
に
感
応
し
て

生
ま
れ
た
。
蒼
徳
は
霊
威
仰
に
感
応
し
、
赤
徳
は
赤
熛
怒
に
感
応
し
、
黄
徳
は
含
枢

紐
に
感
応
し
、
白
徳
は
白
招
拒
に
感
応
し
、
黒
徳
は
汁
光
紀
に
感
応
す
る
。
い
ず
れ

も
夏
暦
の
正
月
に
、
こ
れ
ら
を
郊
祭
す
る
。 

 

そ
し
て
、『
礼
記
』
月
令
の
「
（
立
春
之
日
）
迎
春
於
東
郊
」「
（
立
夏
之
日
）
迎
夏
於
南
郊
」
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等
々
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
迎
春
、
祭
倉
帝
靈
威
仰
於
東
郊
之
兆
也
」
「
迎
夏
、
祭
赤
帝
赤

熛
怒
於
南
郊
之
兆
也
」
等
と
注
釈
し
、
夏
正
の
郊
祭
の
他
に
別
途
、
迎
気
の
祭
り
で
そ
れ

ぞ
れ
の
方
位
に
当
た
る
帝
を
祭
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
宗
伯
の
「
兆
五
帝
於
四

郊
」
と
も
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
鄭
玄
は
、
冬
至
の
圜
丘
祀
天
と
夏
正
郊
祀
と
い
う
、
日
付
の
異
な
る
天

へ
の
祭
り
を
矛
盾
無
く
説
明
す
る
た
め
に
、
天
に
於
い
て
天
皇
大
帝
と
五
帝
と
い
う
六
帝

を
設
け
た
。 

そ
し
て
、
五
帝
は
天
の
祭
祀
の
み
な
ら
ず
、
方
位
・
季
節
と
い
っ
た
地
上
の
事
柄
に
も

関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
鄭
玄
の
方
位
に
関
す
る
説
は
、
や
や
入
り
組
ん

だ
内
容
と
な
り
、
時
に
は
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
説
明
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

『
周
礼
』
春
官 

大
宗
伯
に
は
、
玉
器
に
よ
っ
て
天
地
四
方
に
礼
す
る
祭
祀
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
経
文
と
鄭
玄
注
を
示
す
。 

 

以
玉
作
六
器
、
以
禮
天
地
四
方
。
以
蒼
璧
禮
天
、
以
黄
琮
禮
地
、
以
青

圭
禮
東
方
、
以
赤
璋
禮
南
方
、
以
白
琥
禮
西
方
、
以
玄
璜
禮
北
方
。 

玉
を
用
い
て
六
種
類
の
祭
具
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
地
四
方
に
対
し
て
礼
を
行

な
う
。
蒼
璧
を
用
い
て
天
に
礼
を
行
い
、
黄
琮
を
用
い
て
地
に
礼
を
行
い
、
青
圭
を

用
い
て
東
方
に
礼
を
行
い
、
赤
璋
を
用
い
て
南
方
に
礼
を
行
い
、
白
琥
を
用
い
て
西

方
に
礼
を
行
い
、
玄
璜
を
用
い
て
北
方
に
礼
を
行
う
。 

 

此
禮
天
以
冬
至
、
謂
天
皇
大
帝
在
北
極
者
也
。
禮
地
以
夏
至
、
謂
神
在

崐
崘
者
也
。
禮
東
方
以
立
春
、
謂
蒼
精
之
帝
而
太
昊
句
芒
食
焉
。
禮
南

方
以
立
夏
、
謂
赤
精
之
帝
而
炎
帝
祝
融
食
焉
。
禮
西
方
以
立
秋
、
謂
白

精
之
帝
而
少
昊
蓐
收
食
焉
。
禮
北
方
以
立
冬
、
謂
黑
精
之
帝
而
顓
頊
玄

冥
食
焉
。
禮
神
者
、
必
象
其
類
。
璧
圜
象
天
、
琮
八
方
象
地
、
圭
鋭
象

春
物
初
生
、
半
圭
曰
璋
、
象
夏
物
半
死
、
琥
猛
象
秋
嚴
、
半
璧
曰
璜
、

象
冬
閉
藏
地
上
無
物
唯
天
半
見
。 

こ
こ
で
天
に
対
し
て
礼
を
行
な
う
の
は
冬
至
で
あ
り
、
こ
れ
は
天
の
北
極
に
い
る
天

皇
大
帝
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
地
に
対
し
て
礼
を
行
な
う
の
は
夏
至
で
あ

り
、
こ
れ
は
崑
崙
に
い
る
神
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
東
方
に
対
し
て
礼
を

行
な
う
の
は
立
春
で
あ
り
、
こ
れ
は
蒼
精
の
帝
で
あ
り
太
昊
・
句
芒
を
配
食
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
南
方
に
対
し
て
礼
を
行
な
う
の
は
立
夏
で
あ
り
、
こ
れ
は
赤

精
の
帝
で
あ
り
炎
帝
・
祝
融
を
配
食
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
西
方
に
対
し
て

礼
を
行
な
う
の
は
立
秋
で
あ
り
、
こ
れ
は
白
精
の
帝
で
あ
り
少
昊
・
蓐
収
を
配
食
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
北
方
に
対
し
て
礼
を
行
な
う
の
は
立
冬
で
あ
り
、
こ
れ

は
黒
精
の
帝
で
あ
り
顓
頊
・
玄
冥
を
配
食
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
神
に
対
し

て
礼
を
行
な
う
場
合
、
必
ず
そ
れ
と
同
類
の
も
の
に
象
る
。
璧
は
円
形
で
天
を
象
る
。

琮
は
八
角
形
で
地
を
象
る
。
圭
は
先
が
尖
っ
て
お
り
、
春
に
物
が
生
じ
始
め
る
こ
と

を
象
る
。
圭
を
半
分
に
し
た
も
の
を
を
璋
と
言
い
、
夏
に
物
が
半
ば
死
ぬ
こ
と
を
象

る
。
琥
は
猛
獣
の
形
を
し
て
お
り
、
秋
の
気
候
が
厳
し
い
こ
と
を
象
る
。
璧
を
半
分

に
し
た
も
の
を
璜
と
言
い
、
冬
に
物
が
し
ま
い
こ
ま
れ
て
地
上
に
な
く
な
り
、
天
だ

け
が
半
分
見
え
て
い
る
こ
と
を
象
る
。 

 

鄭
玄
は
、
蒼
璧
を
以
っ
て
「
天
」
を
祭
る
儀
式
を
、
冬
至
の
天
皇
大
帝
の
祭
祀
、
つ
ま
り

圜
丘
祀
天
と
見
な
す
。
ま
た
、
黄
琮
を
以
っ
て
「
地
」
を
祭
る
儀
式
は
、
夏
至
の
崑
崙
の

祭
祀
、
す
な
わ
ち
方
丘
祀
地
と
見
な
す(

27)

。
そ
し
て
、
四
方
に
つ
い
て
は
、
四
立
の
迎

気
と
見
な
し
、
五
帝
の
う
ち
の
四
帝
（
蒼
精
之
帝
・
赤
精
之
帝
・
白
精
之
帝
・
黒
精
之
帝
）

が
祭
ら
れ
る
と
考
え
た
。 

こ
こ
で
、
五
帝
の
う
ち
の
四
帝
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
残
る
黄
精
之
帝

（
含
枢
紐
）
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
地
に
つ
い
て
は
方
丘
祀
地
と
い
う
、
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圜
丘
祀
天
に
匹
敵
す
る
大
祭
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
含
枢
紐
の
入
り
込
む
余
地
が
無
い
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
含
枢
紐
は
天
の
神
で
あ
り
、
地
祇
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
経
文
に
「
禮

地
」
と
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

そ
れ
な
ら
ば
四
方
に
つ
い
て
も
、
天
の
太
微
の
四
帝
を
当
て
な
い
方
が
、
含
枢
紐
の
み

を
欠
落
さ
せ
る
よ
り
も
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
。
経
文
で
四
方
に
つ
い
て
は
「
天
」
と
も
「
郊
」

と
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
霊
威
仰
や
赤
熛
怒
等
を
当
て
る
必
要
は
無
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
四
人
帝
（
太
昊
・
炎
帝
・
少
昊
・
顓
頊
）
と
四
人
神
（
句
芒
・
祝
融
・

蓐
收
・
玄
冥
）
の
み
を
祭
る
こ
と
に
す
る
と
、
天
地
の
天
皇
大
帝
・
崑
崙
に
対
し
て
釣
り

合
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
太
微
帝
を
祀
っ
て
人
帝
・
人
神
を
配
食
す
る
と
い
う
形
に
し
て
神

明
の
格
を
合
わ
せ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
含
枢
紐
が
余
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

28)

。

論
理
と
し
て
は
破
綻
を
免
れ
て
い
る
が
、
構
図
の
バ
ラ
ン
ス
は
悪
い
。 

 -------------------- 

鄭
玄
は
、
経
書
・
緯
書
の
字
句
に
依
拠
し
て
、
独
自
の
五
行
説
を
展
開
し
た
。
そ
の
際

に
は
特
に
『
周
礼
』
に
見
え
る
配
当
を
重
ん
じ
、
し
ば
し
ば
『
周
礼
』
を
中
心
と
し
て
様
々

な
経
典
に
見
え
る
記
述
を
相
互
に
結
び
付
け
、
解
釈
を
施
し
た
。 

経
典
ご
と
に
相
異
な
る
配
当
に
対
し
て
も
巧
み
に
対
処
し
、
相
互
の
矛
盾
や
論
理
の
破

綻
を
避
け
て
い
る
が
、
や
や
苦
し
い
処
置
も
目
立
つ
。
「
介
虫
」
に
対
し
て
は
大
司
徒
・

月
令
の
注
と
『
洪
範
五
行
伝
』
の
注
と
で
解
釈
を
別
に
し
、
ま
た
月
令
注
で
冬
に
黍
（
火

に
当
た
る
）
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
寒
時
、
食
之
亦
以
安
性
也
」
と
述
べ
、
豚
（
水

に
当
た
る
）
を
食
べ
る
こ
と
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
六
天
説
で
は
、
天
の
神
に
つ
い
て
「
一
（
天
皇
大
帝
）
―
―
五
（
太
微
五
帝
）
」

と
い
う
構
図
を
設
け
な
が
ら
、
五
帝
を
地
上
の
方
位
に
も
対
応
さ
せ
た
た
め
に
、
説
明
が

込
み
入
り
、
か
つ
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
劉
歆
の

「
一
―
―
三
・
五
」
モ
デ
ル
の
方
が
、
構
造
は
遥
か
に
整
然
と
し
て
い
る
。 

 


